
平成 23 年４月 11 日（月）1800 現在 

総 務 省 

 

 

宮城県沖を震源とする地震に関する被害状況等について 

（発生日時：平成 23 年４月７日（木）2332 頃） 

 

 

Ⅰ 所管インフラ被害状況等 

 

１．通信関係（11 日 17 時現在） 

 事業者 被害状況等 

固
定
電
話 

ＮＴＴ東日本 ・加入電話、ISDN、フレッツ光全て復旧済み 

・東北地域（岩手、宮城、山形）で通信規制を実施（4/8 1:11 解除）

ＮＴＴ西日本 ・設備被害なし。 

ＮＴＴｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ・復旧済み 

・東北地域で通信規制を実施（4/8 0:37 に解除） 

ＫＤＤＩ ・復旧済み 

・固定網から au 携帯網への 50％の着信規制を実施（4/8 1:18 に解

除） 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ ・アナログ電話及び ISDN は復旧済、専用線 6回線が利用不可 

携
帯
電
話 

ＮＴＴドコモ ・28 基地局が停波 

・停電により基地局の一部は発電機等で稼働中 

・東北地域で最大 80％の音声通話規制を実施（4/8 1:19 に解除） 

ＫＤＤＩ（ａｕ） ・2基地局が停波 

・停電により基地局の一部は移動電源車で稼働中 

・東北、関東地域で 50％の着信規制を実施（4/8 1:12 に解除） 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ ・約 30 基地局が停波 

・停電により基地局の一部は移動電源車で稼働中 

・東北地域で 50％の発信規制を実施（4/8 0:32 に解除） 

イー・モバイル ・1基地局が停波 

・通信規制は実施していない 

 

２．放送関係（11 日 17 時現在） 

４月７日（木）の宮城県沖地震による影響については、４月７日の地震発生以前の状況にま

で解消された。  

○ラジオ放送（AM、FM）    

  ・ ラジオ放送（AM 及び FM）についてはすべて確保されている。  

 ○テレビジョン放送  

・青森、秋田、山形、福島の４県のテレビジョン放送はすべて確保されている。 

・岩手県、宮城県でテレビジョン中継局の停波は 174 か所中７か所（うち、停電６、損壊

１）。（カバーする世帯数は少数であるため、放送の広範囲にわたる影響はなし） 

 

３．郵政関係（11 日 17 時現在） 

 被害なし 

 



 

 

Ⅱ 対応状況 

 

・４月７日（木）23 時 33 分頃 省内の情報収集体制を整備 

（３月 11 日から総務省非常災害対策本部継続中） 

 

 

大臣官房総務課（調整）

電 話 03-5253-5090 

ＦＡＸ  03-5253-5093 

 


